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No.３１６２ 
  

第４０号                                                         (５月第２例会) 
 

事務局/相生市旭３－１－２３　相生商工会議所内
会報 委員長 井 出 進

　　Tel(0791)２３－０１４４  Fax(0791)２２－２２９０

写　真

２０２３～２０２４年度国際ロータリーのテーマ

世界に希望を生み出そう

国際ロータリー会長  　 ゴードン R. マッキナリー

例会日/毎週水曜日　１２：３０～１３：３０会 長 江 見 重 人
例会場/相生商工会議所　℡(0791)２２－１２３４

幹 事 平 田 雅 義

相生ペーロン祭 前夜祭花火大会 (ペーロン祭協賛会提供)

 
2024(R6)年 5 月 15 日 

会報委員 岡田佳也 

◆点  鐘（江見会長） 

◆ソ ン グ    ““それでこそロータリー” 

◆ゲストスピーカー 

西はりま消防組合 相生消防署 

消防第 1課長 消防司令長 

   湯 浅 純 次 様 

◆出席報告（大川例会運営委員長） 

会 員 数 出 席 数 
事    前 

メイクアップ 
出席免除 

２６ ２３ ０ １ 

本日出席率 
事    後

メイクアップ 
4/24欠席数 4/24出席率 

９２％ ０ ０ １００％ 

◆会長の時間（江見会長） 

皆さんこんにちは。 

先週は突然欠席し失礼しました。神谷副会長に

はまたまたお手数かけ申し訳ありませんでした。 

連休から今日まで、私にとっては公私とも激動

の 2週間であり、心身とも疲れ果てました。 

会長任期もあと少しなので、今週よりロータリー

メインで過ごすこととし、最後の直線で落馬しな 

いように踏ん張りたいと思います。最後の事業で

あるウクライナ支援チャリティーバレエを成功裏

に収めることが責務であると考えております。 

本例会後、主要なメンバーに居残りいただき、  

遅ればせながら認識共有し、詰め作業をして、皆様

の役割分担等をしますので、快くお引き受けを 

お願いします。 

本日あまり頭が回りませんので、これを会長の

時間とします。 

 

◆幹事報告（平田幹事） 

〇回覧…姫路 RC週報 

    ハイライトよねやま 

〇姫路西ロータリークラブ事務局移転のお知らせ 

 2024年 6月 3日（月）より 

（新）〒670-0953 

姫路市三条町1丁目31  姫路建設会館4F 

    TEL 079-280-8778 

    FAX 079-280-6333 

 

プログラム５月２２日（水） 

「 暗号資産を解明せよ！ 」 

 （松田会員） 

 

 

 

次週プログラム５月２９日（水） 

「 一歩先のエネルギー② 」 

 （松浦会員） 

相生ロータリークラブ週報

２０２３～２０２４ 

例　 会　 記　 録
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◆ＳＡＡ（半田ＳＡＡ） 

ニコニコ箱 

江見会員…相生消防署 湯浅純次様をお迎えして。 

平田会員…相生消防署 消防第 1課長 消防司令長 

  湯浅純次様、本日はよろしくお願いします。  

神谷会員…ニコニコ箱へ。相生消防署 湯浅課長

をお迎えして。 

栗尾会員…ゲストスピーカーとして相生消防署 

湯浅様をお迎えして。 

下田会員…誕生日の自祝。西はりま消防組合相生

消防署 湯浅課長をお迎えして。 

兒島会員…今日は私の卓話当番です。相生消防署

消防司令長 湯浅様にお願いしています。 

よろしくお願いします。 

松田会員…相生消防署 消防司令長 湯浅純次様

ようこそおいで下さいました。 

大川会員…ゲストスピーカーとして西はりま消防

組合相生消防署 消防第 1課長 湯浅消防司

令長をお迎えして。 

鳴瀬会員…相生消防署 湯浅純次課長をお迎えして。 

  本日、6月 15日は大安、重ねて一粒万倍です。

何か良い事があります様に。 

松浦会員…相生消防署 湯浅様をお迎えして。 

 

◆プログラム（大川例会運営委員長） 

「消防行政について」 

 

西はりま消防組合 

相生消防署 

消防第 1課長 

消防司令長 

湯浅 純次 様 

担当 兒島会員 

 西はりま消防組合は、消防体制の整備及び確立

の強化を図るため、平成 25年 4月に相生市、たつ

の市、宍粟市、太子町及び佐用町の 3 市 2 町の   

4消防本部が統合し、組合消防が発足しました。

構成は、1消防本部、5消防署、3分署及び 4出張所、

職員定数 291 名の体制で、市民の生命・身体・  

財産を災害から守ることを使命の任務にあたって

います。 

消防行政は、消防法及び消防組織法第 1 条に  

規定されている「火災を予防し、警戒し及び鎮圧

し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護」

を目的としています。消防の業務は、火災、救助、

救急活動のほか、情報指令業務、火災予防等の  

多種多様の業務を行っています。 

 西はりま消防管内の災害件数ですが、火災件数

は全国的に減少傾向でありますが、ここ 10 年は

年々ほぼ横ばい傾向です。救助件数は、令和元年

から増加傾向ですが、少子高齢化により、高齢者

の一人暮らし世帯の増加により、安否確認による

ものです。救急は、コロナウイルス蔓延により、

令和元年から 3年の間は一次的に減少しましたが、

令和 5 年は西はりま消防組合発足後、過去最高 

件数となりました。 

 最後になりますが、西はりま消防は今後とも 

災害や事故の多様化及び大規模化、都市構造の 

複雑化、住民ニーズの多様化等の環境の変化に 

的確に対応し、住民の生命、身体及び財産を守る

責務を全うしてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆点  鐘（江見会長)  


